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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の超音波探触子を被検体の体表に近接対向させて保持する保持装置であって、
　超音波の送受波面を外部に露出させた状態で前記超音波探触子を収容するとともに、前
記保持装置に対する前記超音波探触子の位置を規制する複数の収容手段と、
　前記複数の収容手段を互いに連結して、その相対位置関係を維持する連結手段と、
　を備え、前記収容手段または前記連結手段を粘着性部材で体表に貼着することで、前記
複数の超音波探触子をその相対位置関係を維持しつつ前記体表に近接対向させることを特
徴とする保持装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の保持装置であって、
　前記連結手段は、前記体表に当接される当接面を備えたブロック体であり、
　前記収容手段は、前記ブロック体の当接面に形成された凹部であることを特徴とする保
持装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の保持装置であって、
　前記連結手段は、前記収容手段に対して着脱自在であることを特徴とする保持装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の保持装置であって、
　前記連結手段は、前記複数の収容手段同士の相対距離が調整可能であることを特徴とす
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る保持装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の保持装置であって、
　前記連結手段は、前記複数の収容手段同士の相対角度が調整可能であることを特徴とす
る保持装置。
【請求項６】
　請求項３から５のいずれか１項に記載の保持装置であって、
　前記収容手段または前記連結手段のいずれか一方は、軸部材を備え、
　前記収容手段または前記連結手段の他方は、前記軸部材を挟持するとともに、その挟持
力が可変の挟持部材を備えることを特徴とする保持装置。
【請求項７】
　請求項３から６のいずれか１項に記載の保持装置であって、
　前記収容手段は、
　前記超音波探触子を収容する本体部と、
　前記本体部の下端から外側に延びる鍔部材と、
　を有し、前記鍔部材を粘着性部材で体表に貼着することを特徴とする保持装置。
【請求項８】
　請求項３から６のいずれか１項に記載の保持装置であって、
　前記連結手段は、前記体表に当接される当接部材を備え、
　前記当接部材を粘着性部材で体表に貼着することを特徴とする保持装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の保持装置であって、
　前記超音波探触子と前記体表との間に、超音波に対する透過性と弾性とを備えた音響整
合部材が配される場合に、
　前記収容部材の収容空間の断面積は、無負荷状態における前記音響整合部材の断面積よ
り大きく、
　前記収容部材の収容空間の深さは、無負荷状態における前記音響整合部材と前記超音波
探触子の厚みの和より小さいことを特徴とする保持装置。
【請求項１０】
　被検体の内部の診断部位に対して超音波を送受波する複数の超音波探触子と、
　前記複数の超音波探触子を被検体に近接対向して保持する保持装置と、
　を有し、前記保持装置は、
　超音波の送受波面を外部に露出させた状態で前記超音波探触子を収容するとともに、前
記保持装置に対する前記超音波探触子の位置を規制する複数の収容手段と、
　前記複数の収容手段を互いに連結して、その位置関係を維持する連結手段と、
　を備え、前記収容手段または前記連結手段を粘着性部材で体表に貼着することで、前記
複数の超音波探触子をその相対位置関係を維持しつつ前記体表に近接対向させて超音波を
送受波することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の超音波探触子を体表に近接対向させて保持する保持装置および複数の
超音波探触子を備えた超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、被検体の内部にある診断対象部位に対して超音波を送信し、その際、得られ
るエコー信号に基づいて、診断対象部位の状態を取得する超音波診断装置が広く知られて
いる。この超音波診断装置では、超音波を送受波する超音波探触子を診断対象部位近傍の
体表に当接または近接させて診断を行う。
【０００３】
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　ここで、適切な診断を行うためには、診断対象部位の一時的な状態だけでなく、その経
時変化や、被検体に何らかの負荷を加えた前後での診断対象部位の変化状態を取得するこ
とが望ましい場合がある。かかる場合には、超音波探触子の位置を固定した状態で保持す
る必要がある。しかし、人の手で超音波探触子を所定位置で保持することは極めて困難で
あった。そのため、従来から、超音波探触子と診断対象部位との相対位置関係を保持する
装置が多数提案されている（例えば、下記特許文献１，２など）。これらの技術によれば
、超音波探触子を所定位置で保持することが可能である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－７９６２２号公報
【特許文献２】特開２０００－７０２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近年、複数の超音波探触子を用いて、診断対象部位の離間した複数個所の状
態を同時に取得したいという要望がある。例えば、骨折した骨、すなわち、折骨に荷重を
掛け、その際の折骨の傾斜角度や変位量を取得し、この傾斜角度または変位量等に基づい
て折骨の癒合（接合）度合いを判断することがある。この傾斜角度等を取得するためには
、折骨上の二点の位置情報を取得する必要がある。折骨上の二点の位置情報を取得するた
めには、二つの超音波探触子を折骨（診断対象部位）に対して位置固定で保持する必要が
ある。
【０００６】
　しかし、従来の保持装置では、単一の超音波探触子しか保持できないため、離間した複
数箇所の状態を同時に取得することは困難であった。もちろん、従来の保持装置を複数用
いて、複数の超音波探触子を同時に保持することも考えられる。しかし、その場合は複数
の超音波探触子同士の位置関係の調整が煩雑であった。また、傾斜角度等の算出に際して
は、正確な超音波探触子間距離が必要になるが、複数の超音波探触子がそれぞれ別個の保
持装置で保持されている状態では、正確な超音波探触子間距離を取得することは困難であ
った。そして、その結果、超音波診断の精度が低下するという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、超音波診断の精度をより向上でき得る保持装置および超音波診断装
置を提供することを目的とする。本発明の他の目的は、複数の超音波探触子をその位置関
係を維持したまま体表に近接対向して保持でき得る保持装置および超音波診断装置を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の保持装置は、複数の超音波探触子を被検体の体表に近接対向させて保持する保
持装置であって、超音波の送受波面を外部に露出させた状態で前記超音波探触子を収容す
るとともに、前記保持装置に対する超音波探触子の位置を規制する複数の収容手段と、前
記複数の収容手段を互いに連結して、その相対位置関係を維持する連結手段と、を備え、
収容手段または連結手段を粘着性部材で体表に貼着することで、前記複数の超音波探触子
をその相対位置関係を維持しつつ前記体表に近接対向させることを特徴とする。
【０００９】
　好適な態様では、前記連結手段は、前記体表に当接される当接面を備えたブロック体で
あり、前記収容手段は、前記ブロック体の当接面に形成された凹部である。
【００１０】
　他の好適な態様では、前記連結手段は、前記収容手段に対して着脱自在である。前記連
結手段は、前記複数の収容手段同士の相対距離が調整可能であることが望ましい。また、
前記連結手段は、前記複数の収容手段同士の相対角度が調整可能であることが望ましい。
例えば、前記収容手段または前記連結手段のいずれか一方は、軸部材を備え、前記収容手
段または前記連結手段の他方は、前記軸部材を挟持するとともに、その挟持力が可変の挟
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持部材を備えることが望ましい。
【００１１】
　他の好適な態様では、前記収容手段は、前記超音波探触子を収容する本体部と、前記本
体部の下端から外側に延びる鍔部材と、を有し、前記鍔部材を粘着性部材で体表に貼着す
る。他の好適な態様では、前記連結手段は、体表に当接される当接部材を備え、前記当接
部材を粘着性部材で体表に貼着する。
【００１２】
　他の好適な態様では、前記超音波探触子と前記体表との間に、超音波に対する透過性と
弾性とを備えた音響整合部材が配される場合に、前記収容部材の収容空間の断面積は、無
負荷状態における前記音響整合部材の断面積より大きく、前記収容部材の収容空間の深さ
は、無負荷状態における前記音響整合部材と前記超音波探触子の厚みの和より小さい。
【００１３】
　他の本発明である超音波診断装置は、被検体の内部の診断部位に対して超音波を送受波
する複数の超音波探触子と、前記複数の超音波探触子を被検体に近接対向して保持する保
持装置と、を有し、前記保持装置は、超音波の送受波面を外部に露出させた状態で前記超
音波探触子を収容するとともに、前記保持装置に対する超音波探触子の位置を規制する複
数の収容手段と、前記複数の収容手段を互いに連結して、その位置関係を維持する連結手
段と、を備え、収容手段または連結手段を粘着性部材で体表に貼着することで、前記複数
の超音波探触子をその相対位置関係を維持しつつ前記体表に近接対向させて超音波を送受
波することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、超音波探触子同士の位置関係が、収容手段および連結手段によって維
持される。また、超音波探触子同士の距離等も容易に取得することができる。その結果、
超音波診断の精度をより向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の第一実施
形態である超音波診断装置１０の構成を示すブロック図である。この超音波診断装置１０
は、骨折した骨の癒合診断に特に好適な構成となっている。ただし、適宜、プローブ１２
の数や、保持具１６の形状等を変更することにより、他の用途にも適用でき得る。
【００１６】
　この超音波診断装置１０は、二つのプローブ１２を備えている。この二つのプローブ１
２は、後に詳説するように、診断対象部位である折骨上の二点に対して同時に超音波の送
受波を行うために設けられている。各プローブ１２は、超音波を送受波する超音波探触子
であり、九つの単振動子が３×３のアレイ状に配されている。各単振動子は、後述する送
受信部２０からの指示に応じて超音波を送信するとともに、その反射波を受信する。受信
された反射波は、プローブ１２と装置本体部１８とを接続するプローブケーブル１３を介
して、エコー信号として送受信部２０へと出力される。
【００１７】
　ここで、本実施形態におけるプローブ１２は、通常のプローブに比べ、振動子数が非常
に少ない構成となっているが、これは、プローブ１２を小型、軽量化するためである。す
なわち、骨の癒合診断の際には、プローブ１２を被検体の体表に貼着した状態で、骨折部
位に負荷がかかるように被検体に運動させる。その際、プローブ１２が被検体の運動を阻
害しないように、また、自重によるプローブ１２の位置ずれを防止するために、本実施形
態では、振動子の数を低減して、プローブ１２を小型、軽量化している。
【００１８】
　各プローブ１２は、スタンドオフ１４を介して体表に対向配置される。スタンドオフ１
４は、音響整合部材として機能するもので、超音波が透過可能であって、その音響インピ
ーダンスが生体に近い材料からなる。本実施形態のスタンドオフ１４は、適宜、その形状
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変形が可能な程度の弾性を備えた固体である。このスタンドオフ１４が、体表およびプロ
ーブ１２の形状に応じて変形することにより、プローブ１２および体表との間に存在する
隙間が埋められる。これにより、プローブ１２と体表との間にある空気による超音波の減
衰や反射を防止し、より効率の良い超音波送受信を行うことが可能となる。
【００１９】
　二組のプローブ１２およびスタンドオフ１４は、単一の保持具１６により保持される。
保持具１６は、二つのプローブ１２を、その位置関係を維持したまま保持する。この保持
具１６は、後に詳説するが、二つの収容部と、当該二つの収容部を連結する連結部と、を
備えている。各収容部には、既述のプローブ１２およびスタンドオフ１４が収容され、保
持される。そして、この保持具１６は、プローブ１２およびスタンドオフ１４を保持した
状態で、両面粘着テープにより被検体の体表に貼着される。これにより、二つのプローブ
１２は、その位置関係を維持したまま、被検体の体表に近接対向することができ、診断対
象部位に対して超音波の送受波が可能となる。
【００２０】
　装置本体部１８は、送受信部２０や信号処理部２２、制御部２８、表示器３０などがユ
ニット化されて構成されている。送受信部２０は、制御部２８からの指示に応じて、プロ
ーブ１２の単振動子に超音波の送信を指示する送信信号を供給する。また、プローブ１２
から出力されるエコー信号を受信し、これに整相加算や、ゲイン調整、ダイナミックレン
ジ調整等の信号処理を施す。
【００２１】
　信号処理部２２は、受信信号に対して必要な処理を実行する回路であり、表示モードに
応じてＢモード形成用の信号処理、Ｍモード形成用の信号処理などが実行される。また、
この信号処理部２２は、得られたエコー信号から骨表面部を抽出してトラッキングをする
、いわゆるエコートラッキング処理を行う。具体的には、骨の特定ポイント、いわゆる、
トラッキングポイントに対して超音波を送信して得られたエコー信号の振幅から、当該ト
ラッキングポイントの位置を検出する。このエコートラッキング処理には、周知の技術、
例えば、特開２００４－２９８２０５号公報に詳述される技術などが利用できる。本実施
形態では、二つのプローブ１２を用いて、二つのトラッキングポイントの位置を検出して
いる。
【００２２】
　出力処理部２４は、エコー信号に対して送受波座標系から表示座標系への座標変換や補
間処理などを実行し、超音波画像データを形成する。形成された超音波画像データは、表
示器３０に出力される。また、出力処理部２４は、得られた二つのトラッキングポイント
の位置に基づいて、骨の角度変化量や、二点のトラッキングポイントの相対位置変化量な
どを算出し、数値やグラフに変換して表示器に出力する。医師等の診断者は、この角度変
化量や相対位置変化量に基づき、折骨の癒合度合いを診断する。制御部２８は、装置本体
部１８全体を制御するものである。この制御部２８には、操作部２６を介してユーザから
の指示が入力される。制御部２８は、このユーザからの指示に応じて装置本体部１８を構
成する各部に制御信号を出力し、制御する。
【００２３】
　次に、二つのプローブ１２を保持する保持具１６について説明する。図２は保持具１６
に二つのプローブ１２をセットした際の斜視図であり、図３はその分解斜視図である。ま
た、図４は、保持具１６を違う角度から見た斜視図である。
【００２４】
　保持具１６は、略直方体のブロック体で、その底面（体表との対向面）の両端部にはプ
ローブ１２およびスタンドオフ１４を収容する収容部３４が形成されている。つまり、こ
の保持具１６は、二組のプローブ１２およびスタンドオフ１４が収容可能となっている。
収容部３４は、具体的には、保持具１６の底面に形成された凹部である。この収容部３４
は、体表側の一面が開口されており、超音波の送受波面を外部に露出させつつ体表面に対
向させた状態でプローブ１２を収容可能となっている。また、長尺方向の一側面も開口さ
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れており、プローブ１２の一側面から引き出されているプローブケーブル１３を外部に引
き出すことが可能となっている。この収容部３４に収容されるプローブ１２は、両面粘着
テープ３６により保持具１６に貼着される。
【００２５】
　この二つの収容部３４は、保持具１６の本体部３２によって、その位置関係を維持した
まま連結されていることになる。したがって、保持具の本体部３２は、二つの収容部３４
を連結する連結手段として機能する。二つの収容部３４が、その位置関係を維持したまま
連結されることにより、プローブ１２同士の位置関係が保持される。その結果、折骨の癒
合診断時に、二つのプローブ１２からの受信信号に基づき抽出される二点のトラッキング
ポイントの相対位置関係が保持され、結果として、骨癒合診断の信頼性をより向上できる
。また、プローブ間距離は、保持具１６を体表に貼着する前、または、後からでも計測で
きる。その結果、容易に正確なプローブ間距離を計測することができ、折骨のより正確な
傾斜角度等を得ることができる。
【００２６】
　収容部３４を除く保持具１６の底面には、両面粘着テープ３８が貼着される。そして、
この両面粘着テープ３８により保持具１６が体表に貼着される。この貼着により、保持具
１６と折骨（診断対象部位）との相対位置関係が保持され、ひいては、保持具１６に保持
されたプローブ１２と折骨との相対位置関係が保持される。
【００２７】
　ところで、本実施形態では、この保持具１６を二層構造、すなわち、平板状の基板４２
と、当該基板４２に固着される位置決板４０と、の積層構造としている。基板４２は、カ
ーボンファイバなどの軽量かつ高剛性の材料からなる。また、位置決板４０は、アクリル
などの良好な加工性を有し、かつ、軽量な材料からなる。位置決板４０の両端部には切り
欠きが形成されており、この切り欠きが基板４２と協働して収容部３４を形成する。この
ように二層構造とするのは、保持具１６全体の剛性を向上させるためである。すなわち、
保持具１６全体を、カーボンファイバなどの高剛性材料で構成すれば、保持具１６全体の
剛性を向上できる。しかし、その場合は、収容部３４等を形成するための加工が困難にな
るという問題がある。逆に、保持具１６全体をアクリル等の加工性に優れた材料で形成す
れば、収容部３４等の加工は容易になるが、保持具１６全体の剛性は低下するという問題
がある。そこで、本実施形態では、一部を高剛性の材料で形成し、加工が必要な部位のみ
を加工性に優れた材料で形成している。これにより、収容部３４等を高精度で加工できる
とともに、保持具１６全体の剛性を向上している。ただし、当然ながら、二層構造とせず
、単一材料のみで構成してもよい。また、複数層構造、単層構造のいずれの場合であって
も、軽量材料を用いることが望ましい。これは、自重による保持具１６の位置ずれを防止
するためである。
【００２８】
　次に収容部３４の形状について詳説する。図５は、収容部３４にプローブ１２およびス
タンドオフ１４を収容した際の概略断面図である。図５（Ａ）は無負荷状態を、図５（Ｂ
）は保持具１６を体表側へ押圧した際の状態を示している。
【００２９】
　収容部３４は、プローブ１２を収容する第一空間４４と、スタンドオフ１４を収容する
第二空間４６に大別される。第一空間４４は、プローブ１２とほぼ同じサイズ、すなわち
、幅、奥行き、高さがプローブ１２と同じ大きさとなっている。したがって、プローブ１
２と収容部３４の側面との間には隙間が殆ど生じず、第一空間４４の内部でプローブ１２
は殆ど移動しない。そのため、プローブ１２を第一空間４４に収容すれば、プローブ１２
は保持具１６に対して自動的に位置決めされることになる。その結果、二つのプローブ１
２の相対位置関係も保持されることになる。
【００３０】
　スタンドオフ１４が収容される第二空間４６の幅および奥行きは無負荷状態におけるス
タンドオフ１４のそれより僅かに大きく、第二空間４６の高さはスタンドオフ１４のそれ
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より僅かに小さくなっている。つまり、無負荷状態において、スタンドオフ１４と収容部
３４の側面との間には隙間が生じていることになる。この隙間は、保持具１６を体表５０
側に押圧した際のスタンドオフ１４の形状変形を許容するために設けられている。そして
、このスタンドオフ１４の形状変形によりプローブ１２とスタンドオフ１４、スタンドオ
フ１４と体表５０との間の空気が除去され、より効率的な超音波の送受波が可能となる。
【００３１】
　すなわち、通常、体表５０は平坦面ではなく、凹凸や弧などがある。また、スタンドオ
フ１４も、無負荷状態では、略平坦面であるが、多少の凹凸や弧が存在する。かかる凹凸
や円弧があるスタンドオフ１４や体表５０との間には隙間が生じやすい。また、平坦面の
プローブ１２と凹凸や円弧があるスタンドオフ１４との間にも隙間が生じやすい。超音波
診断時には、保持具１６を体表５０側に押圧してスタンドオフ１４を形状変形させ、この
隙間を除去している。このスタンドオフ１４の形状変形を許容するために、本実施形態で
は、第二空間４６をスタンドオフ１４より若干大きめに形成している。
【００３２】
　次に、この保持具１６を用いて折骨、特に、下腿５２の折骨の癒合診断の流れについて
簡単に説明する。図６は、下腿５２の折骨の癒合診断の様子を示す図である。また、図７
は、図６におけるＡ－Ａ概略断面図である。骨の癒合診断を行う際には、まず、二組のプ
ローブ１２およびスタンドオフ１４を保持具１６に装着する。すなわち、プローブ１２の
天面に両面粘着テープ３６を貼着し、その状態でプローブ１２を収容部３４の第一空間４
４に収容する。このとき、プローブ１２の端面を収容部３４の端面に当接させることで、
プローブ１２が保持具１６に対して容易に位置決めされる。そして、両面粘着テープ３６
によりプローブ１２が保持具１６に貼着されることにより、プローブ１２の保持具１６に
対する相対位置が維持される。
【００３３】
　続いて、二つの第二空間４６にスタンドオフ１４を収容する。このとき、スタンドオフ
１４は無負荷状態であるため、スタンドオフ１４と収容部３４の側面との間に僅かな間隙
が形成され、保持具１６の底面からはスタンドオフ１４が僅かに突出した状態となってい
る。
【００３４】
　この状態で、二組のプローブ１２およびスタンドオフ１４を収容した保持具１６を診断
対象部位近傍の体表に貼着する。具体的には、保持具１６の底面に両面粘着テープ３８を
貼着し、さらに、この両面粘着テープ３８を体表５０に貼着する。本実施形態では、折骨
５６の癒合診断を目的としているため、二つのプローブ１２が折骨５６の真上に位置する
ように保持具１６を貼着する。この貼着により、保持具１６が体表５０上に保持され、当
該保持具１６により保持されたプローブ１２が体表５０に近接対向される。さらに、プロ
ーブ１２から引き出されているプローブケーブル１３を体表５０の適当な位置に粘着テー
プ４８等で貼着する。これは、プローブケーブル１３の自重によりプローブ１２等の位置
がずれることを防止するためである。
【００３５】
　保持具１６の貼着がなされれば、続いて、折骨５６に対する超音波の送受波を開始する
。この超音波の送受波は、まず、折骨５６に対して負荷を与えない状態で行われる。この
とき、各プローブ１２からの超音波ビームを受ける折骨上の点がトラッキングポイント５
８として抽出される。本実施形態では、二つのプローブ１２で超音波を送受波しているた
め、二点のトラッキングポイント５８が抽出される。折骨５６に対して送信された超音波
は、骨表面で反射され、プローブ１２で受信される。プローブ１２で受信された反射波は
、エコー信号として装置本体部１８に送信される。装置本体部１８では、整相加算等の信
号処理を施した後、二点のトラッキングポイント５８を抽出し、その位置情報を算出する
。そして、得られた二点の位置情報に基づき、二点の相対位置関係および折骨５６の傾斜
角度を算出する。この傾斜角度等の算出には、プローブ間距離が必要となる。本実施形態
では、保持具１６により保持されたプローブ間距離は一定であるため、正確なプローブ間
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距離を容易に取得することができる。
【００３６】
　無負荷状態での折骨５６の位置情報および傾斜角度が得られれば、続いて、折骨５６に
負荷を加え、その状態での位置情報および傾斜角度を取得する。具体的には、折骨５６に
負荷がかかるように被検体に運動、例えば、歩行などをさせる。歩行を行えば、被検体の
体重相当の荷重が折骨５６に付加されることになる。そして、その状態で超音波を送受波
し、再度、二点のトラッキングポイント５８の位置情報等を算出し、二点の相対位置関係
および折骨５６の傾斜角度を算出する。
【００３７】
　無負荷状態および負荷状態で、二点（トラッキングポイント５８）の相対位置関係、お
よび、折骨５６の傾斜角度が得られれば、これらの情報に基づき荷重負荷による傾斜の増
加量や二点の位置変化量を算出する。そして、この傾斜の増加量および位置変化量に基づ
き折骨の癒合診断を行う。すなわち、折骨５６の癒合度合いが高いほど、傾斜の増加量お
よび位置変化量は少なくなる。そのため、傾斜の増加量および位置変化量が所定の基準値
より小さい場合には、折骨が充分に癒合されていると診断できるのである。
【００３８】
　ここで、正確な癒合診断のためには、無負荷状態および負荷状態におけるトラッキング
ポイント５８（超音波の送波点）の位置がずれないことが重要となる。そして、トラッキ
ングポイント５８の位置ずれを防止するためには、二つのプローブ１２同士の相対位置関
係、および、プローブ１２と折骨５６との相対位置関係が保持されていることが必要とな
る。本実施形態では、既述の保持具１６を用いることにより、二つのプローブ１２同士の
相対位置関係、および、プローブ１２と折骨５６との相対位置関係が保持される。その結
果、荷重の負荷前後でのトラッキングポイント５８の位置ずれが防止でき、結果として、
信頼性のより高い癒合診断が可能となる。
【００３９】
　次に、第二実施形態について説明する。第二実施形態は、保持具１６の構成以外は、上
記の第一実施形態とほぼ同様の構成である。したがって、ここでは、第二実施形態の保持
具１６についてのみ説明する。図８は第二実施形態における保持具１６にプローブ１２等
を装着したときの斜視図であり、図９はその分解斜視図である。
【００４０】
　この保持具１６は、二つの収容部材６０と、当該二つの収容部材６０を連結する連結部
材６２と、を備えている。各収容部材６０は、プローブ１２等が収容される略箱状の本体
部６４と、当該本体部６４の下端から外側水平方向に延びる鍔部６６と、当該鍔部６６の
上面に固着された挟持部材６８と、を備えている。本体部６４および鍔部６６は、金属等
の剛性材料によって一体成形されており、挟持部材６８は、ボルト等により鍔部６６上面
に固着されている。
【００４１】
　本体部６４は、下面が開口した略箱状であり、この箱状の内部にプローブ１２およびス
タンドオフ１４が収容される。本体部６４の幅および奥行は、プローブ１２のそれとほぼ
同じである。したがって、この本体部６４に収容されることにより、プローブ１２は、収
容部材６０に対する位置が規制される。一方、スタンドオフ１４の幅および奥行は、本体
部６４のそれに比べ、若干小さくなっている。代わりに、スタンドオフ１４およびプロー
ブ１２の厚みの和は、本体部６４の深さより若干大きくなっている。つまり、スタンドオ
フ１４の側面と本体部６４の内側面との間には隙間が生じている。この隙間は、スタンド
オフ１４の形状変形を許容するために設けられている。そして、スタンドオフ１４がプロ
ーブ１２および体表の形状に応じて、変形することにより、プローブ１２から体表までの
間に介在する空気が除去され、より効率的な超音波の送受波が可能となる。なお、この本
体部６４の一側面には、プローブケーブルを引き出すための切り欠き６４ａが形成されて
いる。
【００４２】
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　本体部６４の下端からは、外側水平方向に延びる鍔部６６が形成されている。この鍔部
６６の底面が体表との当接面になり、この底面に両面粘着テープ７４が貼着される。そし
て、この両面粘着テープが体表に貼着されることにより、折骨に対する保持具１６の相対
位置が保持される。
【００４３】
　鍔部６６の上面には、挟持部材６８が固着されている。この挟持部材６８は、後述する
連結部材６２、具体的には、軸部材６３を挟持する部材である。この挟持部材６８には、
軸部材６３の挿通を受け入れる貫通孔６９が形成されている。また、挟持部材６８の上端
から貫通孔６９にかけて切り込み７０が形成されており、この切り込み７０の幅を可変す
ることにより、貫通孔６９の内径を変えることができる。切り込み７０の幅は、当該切り
込み７０に対して垂直に貫通されたボルト７２ａおよびナット７２ｂの締め込み量を可変
することにより変えることができる。
【００４４】
　ボルト７２ａおよびナット７２ｂの締め込み量を大きくし、貫通孔６９の内径を小さく
することで、軸部材６３を強固に挟持でき、軸部材６３に対する収容部材６０の距離関係
および角度関係を保持できる。その結果、プローブ同士の位置関係を維持することができ
、超音波診断の信頼性をより向上できる。一方、締め込み量を小さくし、貫通孔６９の内
径を大きくすることで、軸部材６３の取り外しや、軸部材６３の挿通量、および、収容部
材６０に対する軸部材６３の角度等を変えることができる。そして、軸部材６３の挿通量
で二つの収容部材６０の距離関係を、軸部材６３の角度で二つの収容部材６０の角度関係
を調整することができる。また、軸部材６３を取り外し、異なる長さの別の軸部材と交換
することで、両収容部材６０の距離関係をより柔軟に可変することができる。なお、両収
容部材６０の相対位置関係を変更した場合でも、保持具１６を体表から取り外してから計
測することで、両収容部材６０の相対位置関係を容易に計測することが可能である。ある
いは、軸部材６３にプローブ間距離が認識でき得るような目盛りを付してもよい。
【００４５】
　連結部材６２は、記述したように、挟持部材６８の貫通孔６９に挿通される軸部材６３
である。この軸部材６３の両端が、二つの収容部材６０の挟持部材６８に挟持されること
により、二つの収容部材６０が連結される。そして、二つの収容部材６０の距離関係およ
び角度関係が維持される。
【００４６】
　この保持具１６を用いて癒合診断を行う流れは、第一実施形態の場合とほぼ同様である
。すなわち、各収容部材６０にプローブ１２およびスタンドオフ１４をセットした上で、
保持具１６を体表に貼着し、超音波の送受波を開始する。ただし、本実施形態では、保持
具１６を貼着する体表の形状等に応じて、二つの収容部材６０の距離および角度関係を調
整することができる。すなわち、被検体の体表は平坦でなく、湾曲や傾斜が生じている。
かかる湾曲や傾斜により、スタンドオフ１４の底面が体表に密着できなかったり、鍔部６
６の底面に貼着された両面粘着テープ７４が体表に当接できなかったり、という問題が生
じる場合がある。かかる場合に、本実施形態では、挟持部材６８の挟持力を緩めて軸部材
６３の挿通量や挿通角度を変え、収容部材６０が好適な位置および角度に配されるように
調整することができる。その結果、プローブ１２と体表との空気をより確実に除去できる
ため、より好適な超音波の送受波が可能となる。また、両面粘着テープ７４と体表との接
触面積を広げることができ、より高い貼着力を得ることができる。
【００４７】
　二つの収容部材６０を好適な位置に調整できれば、挟持部材６８のボルト７２ａおよび
ナット７２ｂを締めて、両収容部材６０の位置関係を固定する。これにより、プローブ１
２同士の位置関係が保持される。また、プローブ１２と折骨との相対位置関係も保持され
る。その結果、折骨への荷重負荷の前後での、トラッキングポイントの位置ずれが防止さ
れ、より良好な超音波診断が可能となる。
【００４８】
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　次に、第三実施形態について説明する。第三実施形態も、保持具１６の構成以外は、第
一実施形態とほぼ同様である。したがって、以下では、第三実施形態における保持具１６
の構成を中心に説明する。図１０は第三実施形態における保持具１６にプローブ１２等を
収納した際の斜視図であり、図１１はその分解斜視図である。
【００４９】
　この保持具１６は、二つの収容部材６０と、当該収容部材６０を連結する連結部材６２
に大別される。各収容部材６０は、プローブ１２およびスタンドオフ１４を収容する略箱
状であり、その一側面にはプローブケーブル１３を引き出すための切り欠き６２ａが形成
されている。また、異なる一側面には、連結用軸８２が突出形成されている。この連結用
軸８２は、後述する連結部材６２に設けられた挟持部材６８により挟持される。
【００５０】
　この収容部材６０の内寸は、第二実施形態の収容部材６０とほぼ同様である。すなわち
、幅および奥行は、プローブ１２のそれとほぼ同じであり、スタンドオフ１４のそれより
若干大きい。代わりに深さは、プローブ１２およびスタンドオフ１４の厚みの和より若干
小さくなっている。かかる内寸とすることで、収容部材６０に対するプローブ１２の相対
位置を規制することができる。また、スタンドオフ１４の形状変形を許容することができ
、プローブ１２と体表との間に介在する空気を除去できる。その結果、効率的な超音波の
送受波が可能となる。
【００５１】
　連結部材６２は、基板８０と、当該基板８０上に固着された二つの挟持部材６８と、か
らなる。基板８０は、剛性材料からなる平板であり、その底面には両面粘着テープ７４が
貼着される。また、挟持部材６８は、既述の収容部材６０の連結用軸８２を挟持する。こ
の挟持部材６８は、基板８０の両端にそれぞれ一つずつ、計二つ設けられている。各挟持
部材６８は、連結用軸８２の挿通を受け入れる貫通孔６９が形成されており、この貫通孔
６９の上部には挟持部材６８の上端まで延びる切込み７０が形成されている。そして、こ
の切り込み７０に対して垂直に挿通されたボルト７２ａと当該ボルト７２ａに螺合された
ナット７２ｂとの締め込み量を調整することにより、貫通孔６９の内径を可変、換言すれ
ば、連結用軸８２の矜持力を可変できる。例えば、ボルト７２ａおよびナット７２ｂの締
め込み量を大きくすれば、貫通孔６９に挿通されている連結用軸８２を強固に挟持するこ
とができ、連結部材６２に対する収容部材６０の位置関係を保持することができる。ひい
ては、二つの収容部材６０に収容される二つのプローブ１２の相対位置関係を維持するこ
とができる。一方、ボルト７２ａおよびナット７２ｂの締め込み量を小さくして貫通孔６
９の内径を広げれば、収容部材６０の取り外しや、連結用軸８２の挿通量および挿通角度
を調整することができる。換言すれば、締め込み量を小さくすることで、連結部材６２に
対する収容部材６０の相対位置関係、ひいては、収容部材６０同士の相対位置関係を調整
することができる。つまり、本実施形態でも、被検体体表の形状に応じて、収容部材６０
同士の相対位置関係が調整可能であり、収容部材６０を適宜、所望の位置に配することが
可能となる。これにより、プローブ１２と体表との空気をより確実に除去でき、より好適
な超音波の送受波が可能となる。また、両面粘着テープ７４と体表との接触面積を広げる
ことができ、より高い貼着力を得ることができる。
【００５２】
　なお、本実施形態では、連結部材６２の基板８０を平板としているが、被検体の体表形
状に応じて湾曲等した板材としてもよい。基板８０を被検体の体表に応じた形状とするこ
とで、両面粘着テープ７４と体表との接触面積を増加することができ、折骨に対するプロ
ーブ１２の位置をより確実に維持することができる。
【００５３】
　また、上記の第一から第三実施形態における保持具１６は、いずれも、二つのプローブ
１２を保持する構成となっているが、収容部３４または収容部材６０の数を増やして、よ
り多数のプローブ１２を保持するようにしてもよい。また、収容部３４または収容部材６
０の形状等はプローブ１２や被検体形状に応じて適宜、変更可能である。さらに、本実施
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形態では、両面粘着テープを用いて保持具１６を体表に貼着しているが、他の貼着手段を
用いて貼着してもよい。例えば、片面粘着テープを保持具１６の上側から貼着するように
してもよいし、バンド状部材で保持具１６を体表側に圧着させてもよい。また、以上の実
施形態の超音波診断装置は、いずれも、折骨の癒合診断を目的としているが、プローブの
数や保持具の形状等を変更することにより、当然、他の用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第一実施形態である超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】プローブ等をセットした状態の保持具の斜視図である。
【図３】図２の保持具の分解斜視図である。
【図４】図２の保持具を別の角度から見た斜視図である。
【図５】プローブ等をセットした状態の保持具の概略断面図であり、（Ａ）は無負荷状態
の様子を、（Ｂ）は保持具を体表側に押圧した際の様子を示す。
【図６】折骨の癒合診断の様子を示す図である。
【図７】図６におけるＡ－Ａ概略断面図である。
【図８】第二実施形態の保持具にプローブ等をセットした様子を示す斜視図である。
【図９】図８の保持具の分解斜視図である。
【図１０】第三実施形態の保持具にプローブ等をセットした様子を示す斜視図である。
【図１１】図１０の保持具の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　超音波診断装置、１２　プローブ、１４　スタンドオフ、１６　保持具、１８　
装置本体部、２０　送受信部、２２　信号処理部、２４　出力処理部、２６　操作部、２
８　制御部、３０　表示器、３４　収容部、３６，３８，７４　両面粘着テープ、５０　
体表、５６　折骨、５８　トラッキングポイント、６０　収容部材、６２　連結部材、６
３　軸部材、６４　本体部、６６　鍔部、６８　挟持部材。
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